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は じ め に 
 

滋賀県では、性別や年齢、能⼒、体格、障害の有無、国籍などにかかわらず、⼀⼈ひと
りが尊重され、互いに認め合い、だれもが役割を持ち、その⼈らしく活躍できる共⽣社会
の実現を⽬指しています。 
 

だれもが⾃らの意思で⾃由に⾏動でき、安全で快適に安⼼して暮らすことができる福祉
のまちづくりを進めるため、平成 6 年（1994 年）10 ⽉に「滋賀県住みよい福祉のまちづく
り条例」を制定しました。この条例は、その後の少⼦⾼齢化の進展、⾼齢者・障害者等の
社会参加意識の⾼まりなどの社会情勢の変化やユニバーサルデザインの考え⽅などを踏ま
えて、平成 16 年（2004 年）8 ⽉、内容を⼤幅に⾒直すとともに、名称も「だれもが住みた
くなる福祉滋賀のまちづくり条例」とし、改正しました。 
 

この施設整備マニュアルは、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」に沿っ
て、だれもが利⽤しやすい施設やまちづくりを進めるために、条例に基づく整備基準等の
解説や具体的な配慮事項、解説図などを分かりやすく記載したものです。 
 

平成 17 年のマニュアル作成以降、「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（バリアフリー法）」や「移動等円滑化のために必要な旅客施設⼜は⾞両等の構造及び
設備に関する基準を定める省令」、「⾼齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計
標準」などの関係法令等の制定、改正などがあったこと、また、これまでに県に問い合わ
せのあった内容なども踏まえて、⾒やすさ、使いやすさを重視した内容となるよう、改定
を⾏うことといたしました。 
 

このマニュアルが、施設の新築や増改築、改修などの計画や整備の際、さらには維持管
理や運営の際において、事業者や設計者をはじめとした多くの⽅に活⽤され、ユニバーサ
ルデザインの考え⽅、利⽤者の特性や意⾒などを⼗分に踏まえ、だれもが利⽤しやすい施
設やまちづくりがさらに進められ、県⺠⼀⼈ひとりが輝ける健やかな滋賀の実現につなが
っていくことを期待しています。 
 
 

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課 
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